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有 

長期停止期間中の経年劣化

がプラント運転期間に影響

を及ぼすもの 

 

 

１ 

経年劣化の発生・進展が有意

である 

（プラントの長期運転にお

いて機器・構造物の機能維持

に影響を及ぼす） 

 

１ 

経年劣化の発生・進展が有意で

ある（プラントの長期運転にお

いて機器・構造物の機能維持に

影響を及ぼすおそれがある。） 

 

① 

長期停止期間中の経年劣化の発

生・進展が、プラントの長期運転

において機器・構造物の機能維持

に影響を及ぼすおそれがある経

年劣化事象。 

該当なし 

無① 

長期停止期間中の劣化の進

展が僅かである。 

もしくは停止期間中の保全

活動により機能維持・回復

が可能であり、プラント運

転期間に影響がないといえ

るもの 

 

２ 
経年劣化の発生・進展が有意

ではない 

 

２ 
経年劣化は停止期間中にも発

生・進展するが有意ではない 

 

② 

長期停止期間中に経年劣化要因

があり、経年劣化の発生・進展が

プラントの長期運転において機

器・構造物の機能維持に影響を及

ぼさないように、適切な保全活動

を行う必要がある経年劣化事象 

Ｃ：劣化の進展状況を確

認するために点検が

必要なもの 

 

Ｂ：劣化の進展を抑制す

るために保管対策及

び点検が必要なもの 
 

３ 

適切な保管対策を行うことに

よって経年劣化の発生・進展が

想定されない又は極めて小さ

い 

 

３ 

適切な保管対策を行うことに

よって 

経年劣化の発生・進展が想定さ

れない又は極めて小さい 

 

無② 

長期停止期間中に劣化が発

生、進展しない。 

または当該設備に要求され

る機能に対する影響が極め

て小さい劣化であるため、

プラント運転期間に影響な

いと言えるもの 

 

４ 
経年劣化の発生・進展が想定

されない又は極めて小さい 

 

４ 

経年劣化

の発生・

進展が想

定されな

い又は極

めて小さ

い 

長期停止期間中に経

年劣化要因があるた

め、点検によりその

傾向を確認する 

 

  
４’ 

上記以外  

③ 
長期停止期間中に劣化要因がない

経年劣化事象。 

Ａ：環境条件から劣化の

要因として考慮しな

くても問題ないもの 
 

５ 
経年劣化の発生・進展が想定さ

れない（経年劣化要因がない） 

 

５ 

長期停止期間中に経年劣化の

要因がないため、発生・進展が

想定されない。 

 

コンクリート（アルカリ骨材
反応、機械振動、凍結融解） 

腐食（コンクリ
ート埋設部） 

摩耗 
（摺動部） 

２０２０年７月６日 

原子力エネルギー協議会 

■：ATENAガイド分類上、長期停止期間中の保全（点検・保管対策）が必要な範囲 

→：経年劣化の分類、長期停止期間中の点検等の要否を見直したもの 


